
1 

 

令和元年６月１８日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２９年（ワ）第４３２６９号 特許権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成３１年４月１８日 

判       決 

    5 

原       告         株 式 会 社 ジ ム ウ ェ イ 

       

      同訴訟代理人弁護士         小   林   幸   夫 

      同                 弓 削 田       博 

      同                 神   田   秀   斗 10 

      同                 平   田   慎   二 

    

被       告         株 式 会 社 徳 光 

（以下「被告徳光」という。） 

       15 

 

      被       告         株 式 会 社 マ ル ゼ ン 

        （以下「被告マルゼン」という。） 

       

      被告ら訴訟代理人弁護士       松   本   直   樹 20 

      被告ら訴訟代理人弁理士       福   田   信   雄 

主       文 

１ 被告徳光は，別紙被告製品目録記載の製品を製造し，譲渡し，輸入し，輸出し，

譲渡の申出をし，又は譲渡のために展示してはならない。 

２ 被告徳光は，前項の製品及びその半製品（前項の製品の構造を具備するが製品25 

として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。 
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３ 被告徳光は，原告に対し，１１万６２７０円及びこれに対する平成３１年３月

２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 被告マルゼンは，第１項の製品を製造し，譲渡し，輸入し，輸出し，譲渡の申

出をし，又は譲渡のために展示してはならない。 

５ 被告マルゼンは，前項の製品及びその半製品（前項の製品の構造を具備するが5 

製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。 

６ 被告マルゼンは，原告に対し，３３万５０３８円及びこれに対する平成３１年

３月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

７ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

８ この判決は，第３項及び第６項に限り，仮に執行することができる。 10 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   主文第１項ないし第６項と同旨 

第２ 事案の概要 

本件は，発明の名称を「抗ウイルス性衛生マスク」とする特許権を有する原告15 

が，被告らに対し，被告らが製造，販売等する別紙被告製品目録記載の製品（以

下「被告製品」という。）が，原告の特許権を侵害していると主張して，特許法

１００条１項に基づき被告製品の製造等の差止め，同条２項に基づき被告製品及

びその半製品の廃棄，民法７０９条及び特許法１０２条２項に基づき，被告徳光

につき損害賠償金１１万６２７０円，被告マルゼンにつき損害賠償金３３万５０20 

３８円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成３１年３月２６日から

支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

１ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ

り容易に認められる事実） 

   当事者等 25 

    原告は，日用品雑貨の企画，開発，販売等を業とする株式会社である。 
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    被告徳光は，繊維製品加工販売，織物製造販売等を業とする株式会社である。 

    被告マルゼンは，繊維製品の製造販売等を業とする株式会社である。 

   原告の特許権 

   ア 原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，その特許を「本件特許」

といい，その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」5 

という。）の特許権者である。（甲１，２） 

     特許番号  第６１８８９８４号 

登録日   平成２９年８月１０日 

     出願日   平成２９年３月１０日（特願２０１７－５１３１６７の分割） 

原出願日  平成２８年１０月２７日 10 

     優先日   平成２７年１０月３０日（以下「本件優先日」という。） 

     発明の名称 抗ウイルス性衛生マスク 

   イ 本件特許の請求項１記載の発明（以下「本件発明」という。）は，次のとお

り分説することができる（以下，それぞれの構成要件を「構成要件Ａ」など

という。）。 15 

    Ａ 抗ウイルス剤を施したニット布地と，抗ウイルス剤を施さないニット布

地との２層以上の布地から成り， 

    Ｂ 鼻部，下顎部，左右の両耳介部を覆う形態で，表側に前記抗ウイルス剤

を施したニット布地を，前記鼻部及び前記下顎部と接する内側には前記抗

ウイルス剤を施さないニット布地を重ねてマスク本体を形成し， 20 

    Ｃ 該マスク本体には，鼻頂部，左耳介部の外側，下顎部，右耳介部の外側

を結ぶ周縁に沿ってニット布地で一定厚みの縁取を形づくる枠体を形成

し， 

    Ｄ 中央部には，前記鼻部の鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非伸縮性

の接合部を形成した， 25 

    Ｅ ことを特徴とする抗ウイルス性衛生マスク。 
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   被告らの行為 

被告徳光は，被告製品を製造し，被告マルゼンに販売した。被告マルゼンは

被告製品を包装した上で被告徳光や第三者に販売し，被告徳光は包装された被

告製品を第三者に販売した。 

被告らが，平成２９年８月１０日（本件特許の登録日）から平成３１年３月5 

２６日までの期間に，被告製品を販売することによって得た利益は，被告徳光

が１０万５７００円，被告マルゼンが３０万４５８０円である。 

２ 争点 

  被告製品の本件発明の技術的範囲への属否（なお，被告らは，後記ア，イ以

外の構成要件の充足性を争わない。） 10 

  ア 「左右の両耳介部を覆う形態」（構成要件Ｂ）の充足性 

  イ 「空間を形づくる非伸縮性の接合部」（構成要件Ｄ）の充足性 

  特開２００４－２４６２０号公報（乙１０。平成１６年１月２９日公開。以

下「乙１０文献」という。）記載の発明（以下「乙１０発明」という。）に基づ

く進歩性欠如（特許法２９条２項） 15 

  先使用の抗弁の成否（特許法７９条） 

  原告の損害額 

３ 争点に関する当事者の主張 

  争点 －ア（「左右の両耳介部を覆う形態」（構成要件Ｂ）の充足性）につい

て 20 

  （原告の主張） 

   「左右の両耳介部を覆う形態」とは，左右の両耳介部の付け根の外側を覆う

形態を意味し（本件明細書の段落【００４３】【００４４】【００５４】【００５

５】【００６６】【００６８】【００７０】【図８】），被告製品は当該形態を有す

るから，構成要件Ｂを充足する。 25 

これに対し，被告らは，「左右の両耳介部を覆う形態」とは，左右の両耳介部
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の全てを覆う形態であると主張するが，本件明細書にはそのような記載や示唆

はなく，理由がない。 

   （被告らの主張） 

    「覆う」とは，「露出するところがないように，全体にかぶせてしまう」等の

意味を有するから，「左右の両耳介部を覆う形態」とは，左右の両耳介部の全て5 

を覆う形態であると解釈すべきであるところ，被告製品は，左右の両耳介部に

掛止可能な環状を為す掛紐体を備えた形態であり，左右の両耳介部の全てを覆

う形態ではない。 

    原告は，本件明細書の記載や【図８】から，「左右の両耳介部を覆う形態」と

は左右の両耳介部の付け根の外側を覆う形態であると主張するが，本件明細書10 

には，「付け根」との記載はないし，【図８】が耳介部の付け根の外側を覆う形

態であるとしても，特許請求の範囲や明細書の記載と矛盾し，構成要件の解釈

の根拠にならないし，上記のとおり，被告製品は，左右の両耳介部に掛止可能

な環状を為す掛紐体を備えた形態として特定されるべきであるから，原告の主

張を前提としても，被告製品は構成要件Ｂを充足しない。 15 

  「空間を形づくる非伸縮性の接合部」（構成要件Ｄ）の充足性）

について 

  （原告の主張） 

「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは，会話等で唇を動かしても，呼吸

をしても，ニット生地による拡大，縮小といった変化を生じることなく安定し20 

てこれを行うために設けられたものであり（本件明細書の段落【００２０】【０

０６１】【００６３】【００９２】），その目的を達成するため，会話や呼吸の妨

げにならないように，マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない程度の空

間が保たれるよう（段落【００６２】），マスク本体の中央部を左右に分離させ

て縫合する構成をいい，「非伸縮性」とは，まったく伸縮性を有しないことを意25 

味するものではなく，可及的に伸縮性をもたない非伸縮性を意味する。 
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そして，被告製品における左右の２層のニット生地は，外膨らみの扇形状に

裁断され，裁断片の弧の部分に沿って縫合されており，縫合によってマスク本

体の中央部は外膨らみの扇形状が維持される。これによって，鼻呼吸や会話に

伴う唇の動きが生じても鼻部の鼻下及び唇部を覆って空間を形づくるものと

なっており，無理に引っ張ることなく，顔にあったサイズを着用すると着用時5 

に横方向に延伸されても，中央部に形成された接合部によって，十分な空間が

形作られ，小さいサイズを着用しても，空間はある程度確保される。したがっ

て，被告製品の接合部は，「鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非伸縮性の

接合部」である。 

これに対し，被告らは，本件明細書の記載（段落【００６０】【００６１】）10 

から，「非伸縮性」の接合部とは，二重の縫合であることが必須の構成であると

主張するが，本件明細書の段落【００６１】に「例えば・・・二重の縫合を施

すことで可及的な非伸縮性を得ることができる。」との記載があるとおり，二

重の縫合は実施形態の一つとして例示されているにすぎず，「非伸縮性」の接

合部の構成は二重の縫合を施す場合に限定されない。 15 

また，被告らは，被告製品はマスク本体中央部の接合部に伸縮性をもたせる

ように設計されているなどとも主張するが，その根拠は明らかではないし，そ

うであれば，そもそも中央部を縫製すべきではない。 

   （被告らの主張） 

「非伸縮性の接合部」について，「非」とは，後に続く語句について「そうで20 

ない」という意味であり，「非伸縮性」とは，伸縮しない，又は，伸縮するもの

を除くという意味である。原告は，可及的に伸縮性をもたない非伸縮性という

意味であると主張するが，特許請求の範囲の記載に反する解釈である。そして，

本件明細書には，中央の接合部に二重の縫合を施す形態が記載され，当該形態

を採用しない場合の問題点や当該形態の作用効果が記載されており（段落【０25 

０６０】【００６１】），「非伸縮性」の接合部とは，二重の縫合であることが必
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須の構成であるところ，被告製品のマスク本体中央部の接合部は伸縮性をもた

せるように設計され，１回の本縫いでただ縫い合わせているにすぎないのであ

るから，被告製品は「非伸縮性の接合部」を有しない。 

また，被告製品のマスク本体中央部の接合部は伸縮性をもたせるように設計

されており，マスク着用時にマスク本体が接合部から左右に引っ張られ，ニッ5 

ト生地も柔らかく作成されているため，鼻部の鼻下及び唇部に密着する形とな

り，「空間を形づくる」ともいえない。 

  １０発明に基づく進歩性欠如）について 

  （被告らの主張） 

ア 乙１０文献には，鼻口部周囲を密着して覆うための立体形状マスクであっ10 

て，そのマスクにおいて，布地に対してカップ状の立体形状を形成するため

の接合箇所が支持補強機能を有する少なくとも交差する２本の線状部分か

らなることを特徴とし（乙１０文献の【請求項１】），布地が複数枚積層され

（乙１０文献の【請求項７】），支持補強機能とは，装着中に呼吸する度に膨

らんだりする動きを防ぎ，カップ状の立体形状を崩さない構造をいい，立体15 

形状を保持する手段として，立体形状を形成するための接合箇所を縫製する

ことで構造体として使用でき，支持補強機能を有する接合箇所が非伸縮性を

もたらすという乙１０発明が記載されている。 

イ 乙１０発明と本件発明を対比すると，鼻部，下顎部を覆う形態で，２層以

上の布地から成り，中央部には，前記鼻部の鼻下及び唇部を覆って空間を形20 

づくる非伸縮性の接合部を形成したマスクである点で一致し，①本件発明は，

抗ウイルス剤を施したニット布地と，抗ウイルス剤を施さないニット布地と

の２層以上の布地から成り，表側に前記抗ウイルス剤を施したニット布地を，

前記鼻部及び前記下顎部と接する内側には前記抗ウイルス剤を施さないニ

ット布地を重ねてマスク本体を形成したものであるのに対し，乙１０発明は25 

抗ウイルス剤を施したニット生地を用いていない点（相違点①），②本件発
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明は，マスク本体が鼻部，下顎部，左右の両耳介部を全て覆う形態であるの

に対し，乙１０発明はそのような構成を有しない点（相違点②），③本件発

明のマスク本体は，鼻頂部，左耳介部の外側，下顎部，右耳介部の外側を結

ぶ周縁に沿ってニット布地で一定厚みの縁取を形づくる枠体を形成したも

のであるのに対し，乙１０発明はそのような枠体を備えていない点（相違点5 

③）で相違する。 

ウ 相違点①について，平成２９年４月１日改訂版公開の一般社団法人繊維評

価技術協議会製品認証部作成の「ＳＥＫマーク繊維製品認証基準」（乙１１。

以下「乙１１文献」という。）及び特表２００８－５３４７９１号公報（乙

１２。平成２０年８月２８日公開。以下「乙１２文献」という。）によれば，10 

抗ウイルス加工が施された繊維製品が存在することや布地に抗ウイルス剤

を付着させ機能特性を与えることは，本件優先日前から公知である。また，

乙１１文献には，「加工剤が口唇や鼻孔に直接，接触するマスクは対象とし

ない。」と記載されており，２層以上の布地のうち口唇や鼻孔に接触する可

能性のある内側に抗ウイルス剤を施さない布地を重ねてマスク本体を形成15 

することは技術常識であるから，マスクの分野において，抗ウイルス加工の

布地を採用し，その際，表側にのみ抗ウイルス剤を施し，口唇や鼻孔に接触

する可能性のある内側に抗ウイルス剤を施さない布地を重ねることは容易

に想到することができる。なお，乙１１文献は平成２９年公開の改訂版であ

るが，平成２４年４月１日公開の統一版にも同様の記載があった。 20 

相違点②について，本件特許の優先日前から耳介部を覆う耳帯が存在し，

また，左右の両側に耳帯を有するマスクが本件特許の優先日前から公知とな

っていることからすれば（実開昭６３－１３００２３号公報（乙１３。昭和

６３年８月２５日公開。），マスクの分野において，マスクを左右の両耳介部

全てを覆う形態とすることは容易に想到することができる。 25 

  相違点③について，特開２００６－２６１１１号公報（乙８。平成１８年
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２月２日公開。以下「乙８文献」という。）には，マスク本体の周縁部を縁

取材でくるんで縫い綴じるとの記載があり，マスクの分野において，マスク

本体周縁に沿ってニット布地で一定厚みの縁取を形づくる枠体を形成する

ことは容易に想到することができる。 

エ したがって，当業者が乙１０発明に上記各文献に記載されている技術常識5 

ないし公知技術を適用して，相違点①ないし③に係る本件発明の構成に容易

に想到することができるから，本件発明は進歩性を欠く。 

（原告の主張） 

   ア 乙１０文献には，マスクの生地に伸縮性があることは記載されておらず，

生地の伸縮を抑えるという発想は存在しないから，支持補強機能を有する接10 

合箇所は非伸縮性という作用効果を生じるものではなく，乙１０文献にはマ

スク中央部の伸縮性を抑えるために，非伸縮性の接合箇所を形成するという

技術的思想は開示されていない。 

イ 乙１０発明と本件発明を対比すると，鼻部，下顎部を覆う形態で，２層以

上の布地から成るマスクであるという点で一致する。他方，相違点について15 

は，被告が主張する相違点①及び③のほか，②本件発明は，マスク本体が鼻

部，下顎部，左右の両耳介部を覆う形態であるのに対し，乙１０発明のマス

クは，マスク本体とは別に左右の両耳介部を覆う紐を設けている点（相違点

②），④本件発明は，中央部に，前記鼻部の鼻下及び唇部を覆って空間を形づ

くる非伸縮性の接合部を形成したものであるのに対して，乙１０発明は，そ20 

のような非伸縮性の接合部を備えていない点（相違点④）も相違点となる。 

   ウ 相違点①について，乙１１文献中の被告が指摘する記載が，本件優先日前

である平成２４年に公開された統一版に記載されていたことの証拠はない。

仮に，平成２４年公開の統一版に被告が指摘する記載があったとしても，乙

１１文献には，マスクの布地に抗ウイルス加工することは記載されておらず，25 

乙１２文献にもその記載はないから，当業者が，乙１１文献及び乙１２文献
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の記載に基づいて，乙１０発明のマスクの布地に抗ウイルス加工を施すこと

が容易に想到できるとはいえず，まして，表側の布地に抗ウイルス加工を施

し，鼻部や下顎部に接触する可能性のある裏側に施さないことが容易に想到

できるとはいえない。 

     相違点②及び③について，乙８文献記載の縁取材は，耳介部の内側を縁取5 

っているもので，本件発明の耳介部の外側を結ぶ周縁を縁取るものとは異な

るから，当業者が，乙１０発明のマスクに乙８文献記載の構成を適用しても，

相違点②及び③に係る本件発明の構成に至らない。 

     また，相違点④についても，前記アのとおり，乙１０発明から容易に想到

できるとはいえない。 10 

   エ したがって，当業者が乙１０発明に上記各文献に記載されている技術常識

ないし公知技術を適用して本件発明に想到することが容易であるというこ

とはできないのであるから，本件発明が進歩性を欠くとはいえない。 

   争点 （先使用の抗弁の成否）について 

   （被告らの主張） 15 

被告らは，遅くとも平成２７年７月頃には，抗ウイルス性のニット生地で縫

製されたマスクの製造を計画し，開発を進めていた。そして，同年９月頃には，

マスクの商品サンプル（以下「本件サンプル品」という。）を製作し，また，抗

ウイルス性のニット生地の研究開発を進め，同月下旬頃には，抗ウイルス性の

ニット生地で縫製されたマスクの商品化を具体的に進める段階に至っていた。 20 

本件サンプル品は，（a）抗ウイルス剤を施したニット布地と，抗ウイルス剤

を施さないニット布地との２層の布地から成り，（ｂ）鼻部，下顎部，左右の両

耳介部の付け根の外側を覆う形態で，表側に前記抗ウイルス剤を施したニット

布地を，前記鼻部及び前記下顎部と接する内側には前記抗ウイルス剤を施さな

いニット布地を重ねてマスク本体を形成し，（ｃ）該マスク本体には，鼻頂部，25 

左耳介部の外側，下顎部，右耳介部の外側を結ぶ周縁に沿ってニット布地で一
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定厚みの縁取を形づくる枠体を形成し，（ｄ）中央部には，前記鼻部の鼻下及び

唇部を覆って空間を形づくる可及的に伸縮性をもたない非伸縮性の接合部を

形成した，（ｅ）抗ウイルス性衛生マスクである。 

したがって，被告らは，本件優先日より前に，本件発明の内容を知らないで

自ら本件サンプル品を完成させ，その実施の準備を行っており，被告製品は本5 

件サンプル品と同一の発明の範囲内のものであるから，被告らは本件特許権に

対して先使用権を有し，被告らが被告製品の製造，販売等をする行為は本件特

許権を侵害しない。 

   （原告の主張） 

被告らが，平成２７年７月から９月頃にかけて，抗ウイルス性のニット生地10 

で縫製されたマスクの製造を計画し，開発を進めていたという事実はない。被

告らは，平成２７年７，８月頃のマスクの製造に関する被告ら間の電子メール

（乙２７，２８）を提出するが，同電子メールには被告らが抗ウイルス性マス

クを開発していたことの記載はない。この頃，原告代表者は被告徳光に対して

抗ウイルス性マスクを中国に輸出することを打診し，被告徳光は取引先であっ15 

た被告マルゼンに対して中国輸出用の抗ウイルス性マスクの話を持ち掛けて

いたのであり，上記電子メールは，原告が製造を検討していた抗ウイルス性マ

スクに関するものであって，被告製品に関するものではない。 

また，被告らは，平成２７年９月下旬頃には，抗ウイルス性のニット生地で

縫製されたマスクの商品化を具体的に進める段階に至っていたと主張し，その20 

証拠として電子メール等（乙３１～３３）を提出するが，これらの電子メール

は靴下の抗ウイルス試験に関するものであり，マスクに関する記載はない。 

さらに，被告らは，同月頃には，本件サンプル品を製作したと主張し，写真

（乙３０）や仕様書（乙３４）を提出するが，同写真の撮影日や仕様書との関

係は不明であり，さらに，写真や仕様書からは本件サンプル品の構成は不明で25 

あり，被告ら主張の構成（ａ）～（ｅ）を有するものではない。 
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以上のとおり，被告らが，本件優先日より前に，本件発明の内容を知らない

で，その実施の準備を行っていたとは認められないのであるから，被告らは本

件特許権に対して先使用権を有しない。 

   争点 （原告の損害額）について 

   （原告の主張） 5 

    被告らが，平成２９年８月１０日（本件特許の登録日）から平成３１年３月

２６日までに，被告製品を販売することによって得た利益は，被告徳光が１０

万５７００円，被告マルゼンが３０万４５８０円であるから，同額が本件特許

権の侵害によって原告の受けた損害であると推定される（特許法１０２条２

項）。 10 

    また，本件特許権の侵害と因果関係がある弁護士費用相当額は，被告徳光に

つき１万０５７０円，被告マルゼンにつき３万０４５８円である。 

   （被告らの主張） 

    損害額に関する原告の主張は争う。 

第３ 当裁判所の判断 15 

１ 本件発明の技術的意義 

  本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明欄には，次の記載がある。 

   ア 技術分野 

     「本発明は，布地に抗ウイルス剤を施すと共にニット布地を活用して抗ウ

イルス性とフィット性に優れた衛生マスクに関する。」（段落【０００１】） 20 

   イ 背景技術 

     「ウイルスが引き起こす疾患等の被害が拡大し，これに対処せんとして繊

維製品についても抗ウイルス加工した繊維が衣料用，寝具用等に開発され，

衛生マスクについても，一部抗ウイルス活性を備えた衛生マスクが開示され

ている（特許文献１）。 25 

     一方，この衛生マスクにあっては，一般にガーゼマスクと不織布マスクが
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用いられ，ガーゼマスクは目が粗く，不織布マスクは目が細かいとされ，も

しこの不織布マスクに上記抗ウイルス加工を施せばより優れたウイルス感

染防止効果が得られるものと予想されるが，しかし，未だ充分な感染防止効

果を備えた衛生マスクは得られていない現状にある。 

     そこで，本発明者が人間の衛生マスクをする際の態様をつぶさに観察した5 

ところ，上記マスクにあっては，マスクの周縁部を形成する鼻部，耳介部と

の間に比較的大きな隙間が生じ易いことが観察され，もし，上記不織布マス

クに抗ウイルス加工を施したとしても，この隙間からウイルスが侵入してし

まい，マスクの抗ウイルス効果が半減されてしまうのではないかという結論

を得るに至った。」（段落【０００２】～【０００４】） 10 

   ウ 発明が解決しようとする課題 

     「そこで，本発明者は更に研究を進めた結果，衛生マスクの布地として伸

縮性に富んだニット布地の機能に着目し，このニット布地による伸縮性を活

用することで隙間への問題等を解決することに成功したものである。 

     そして本発明は，これによって上記抗ウイルス剤による衛生マスクの感染15 

防止機能を満足させんとするもので，同時に，そのニット布地から生じるマ

スクとしての使用上の諸課題を解消せんとするものである。」（段落【０００

６】【０００７】） 

   エ 課題を解決するための手段 

     「本願抗ウイルス性マスクは，抗ウイルス剤を施したニット布地と，抗ウ20 

イルス剤を施さないニット布地との２層以上の布地から成り，鼻部，下顎部，

左右の両耳介部を覆う形態で，表側に前記抗ウイルス剤を施したニット布地

を，前記鼻部及び前記下顎部と接する内側には前記抗ウイルス剤を施さない

ニット布地を重ねてマスク本体を形成し，該マスク本体には，鼻頂部，左耳

介部の外側，下顎部，右耳介部の外側を結ぶ周縁に沿ってニット布地で一定25 

厚みの縁取を形づくる枠体を形成し，中央部には，前記鼻部の鼻下及び唇部
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を覆って空間を形づくる非伸縮性の接合部を形成した，ことを特徴とする。」

（段落【００１０】） 

   オ 発明の効果 

「本発明マスク本体を顔面に装着すると，枠体が若干伸ばされて鼻部，下

顎部，左右の両耳介部に掛かり，その伸張に対するニット布地の反力として5 

縮み方向（内側方向）に力が働き，これが枠体を顔面に密着させる効果を生

み，ウイルスの侵入を可及的に防止することが可能となる。 

     又，端部となる耳介部の内側とマスク本体との間に隙間が生じるおそれが

あっても，両耳介の内側に亘って，ニット布地で一定厚みの縁取による枠体

が形成されるので，その収縮力に伴う密着性によりウイルス侵入を防止でき10 

る。 

同時に上記枠体による顔面との密着作用が促されるとき，頬部と顎部に掛

けては伸縮性のニット布地そのものがその部位と密接状態となり，上記枠体

によるウイルス侵入防止効果に加え，二重の意味での侵入防止効果が促され

る。 15 

     上記ニット布地の枠体及び布地面（に）よって，その間隙から生じるウイ

ルスの侵入が可及的に防止されるとき，本発明にあっては，マスク布地に施

された抗ウイルス剤がウイルスに働き，銀イオン，銅イオン等の作用で，そ

の数を大幅に減少させる効果を生む。本発明で用いた薬剤によればウイルス

活性値を３．０以上とすれば，千分の１以下に減少させる効果が期待できる。 20 

     一方，マスク本体をニット布地としたとき，その伸縮性ゆえに密着性が過

ぎて，呼吸や口の動きを抑制してしまうおそれがあるが，マスク布地の中央

部には，鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非伸縮性の接合部を形成した

ので，会話等で唇を動かしても，又，呼吸をしても，ニット布地による拡大，

縮小といった変化を生じることがなく，安定してこれを行うことができる。 25 

     このとき，内側本体には抗ウイルス剤が施されることがないので，上記会
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話，呼吸等を一層円滑なものとすることができる。」（段落【００１６】～【０

０２１】） 

 前記 の本件明細書の記載によれば，本件発明は，衛生マスクの構成に関す

る発明であり，抗ウイルス剤を施したニット布地と，抗ウイルス剤を施さない

ニット布地との２層以上の布地から成り，鼻部，下顎部，左右の両耳介部を覆5 

う形態で，表側に前記抗ウイルス剤を施したニット布地を，前記鼻部及び前記

下顎部と接する内側には前記抗ウイルス剤を施さないニット布地を重ねてマ

スク本体を形成し，該マスク本体には，鼻頂部，左耳介部の外側，下顎部，右

耳介部の外側を結ぶ周縁に沿ってニット布地で一定厚みの縁取を形づくる枠

体を形成し，中央部には，前記鼻部の鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非10 

伸縮性の接合部を形成するという構成を採用することで，抗ウイルス性とフィ

ット性に優れた衛生マスクを実現することができるという点に技術的意義が

あると認められる。 

 ２ 争点 －ア（「左右の両耳介部を覆う形態」（構成要件Ｂ）の充足性）について 

 「左右の両耳介部を覆う形態」の意義について，本件明細書には，次の記載15 

がある。 

  「以下，本発明に係る抗ウイルス性衛生マスクを実施するための形態を図面

に基づいて説明する。」（段落【００２８】） 

「マスク本体１０の形態は，上下方向には，鼻頂部２１（隆起した鼻の一部）

から下顎部２２（下顎の喉方向に入った部分）に至る長さとし，左右方向には，20 

一方の右又は左の耳介の裏側から始まって他方の左又は右の耳介の裏側へと

至る長さとする（図１～図４，及び図８参照）。総じて，鼻部，左右の両耳介部，

下顎部を全体的に覆う形態となる。」（段落【００４３】【００４４】） 

「マスク本体１０の下顎部２２は，下顎の底部に掛かり，下顎の喉方向に入

った部分も覆う形態とする。 25 

鼻部，左右の両耳介部，下顎部を全体的に覆うことで枠体の密着効果を高め



16 

 

るためである。 

一方，左右方向へは，両耳介の外側に及ぶ外周に沿って左耳介部２３ａ，右

耳介部２３ｂを形成する他に，耳介内側にもニット布地で一定厚みの縁取によ

る左内耳介部２４ａ，右内耳介部２４ｂを形成する（図１，図６参照）。左右両

耳介の外側に及ぶ外周に沿った左耳介部２３ａ，右耳介部２３ｂによって，鼻5 

頂部２１から耳介外側に向けて密着力が働くが，残された耳介内側と頬部との

間には，そのままでは間隙が生じ易い。 

そこで，この耳介内側にも縁取による左内耳介部２４ａ，右内耳介部２４ｂ

を形成することで，両耳介と頬との隙間発生を防止する。」（段落【００５２】

～【００５６】） 10 

「本発明マスクは，鼻部，下顎部，左右の両耳介部を覆う形態でマスク本体

１０が形成され，該マスク本体１０の外周に沿ってニット布地で一定厚みの縁

取を形づくる枠体２０が形成される（図１～図３参照）。」（段落【００６６】） 

「そこで，使用の際，マスク本体１０を顔面に装着すると，枠体２０が若干

伸ばされて鼻部，下顎部，左右の両耳介部に掛かると，その伸張に対するニッ15 

ト布地の反力として縮み方向（内側方向）に力が働く（図８参照）。伸縮性に富

んだニット布地は，引張り力によって伸張すると，そこに反力が生まれ，その

反力が枠体２０を内側方向へ引っ張る作用を生む。その結果，鼻部，下顎部，

左右の両耳介部に掛かった枠体２０が，内側に若干収縮するものとなり，これ

が枠体２０を顔面に密着させる効果を生む。」（段落【００６８】～【００７０】） 20 

   の発明であ

る本件発明の実施の形態として，両耳介の外側に及ぶ外周に沿ってマスクの

「耳介部」を形成し，両耳介内側に頬との隙間を防止するためニット布地で一

定厚みの縁取による「内耳介部」を形成することが記載されている。また，本

件明細書には，本件発明を実施したマスク本体の形態として【図１】～【図４】，25 

【図８】を参照することが記載されているところ，これらの図のマスクでは，
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いずれも，耳介の外側に及ぶ外周に沿うものである「耳介部」の枠体と，頬に

接し得る「内耳介部」の枠体が形成されていて，【図８】には，マスク本体の外

周に沿った枠体が耳介部の付け根の外側を覆う形態のマスクが開示されてい

るが，本件明細書にマスクが耳介部の全てを覆う形態の図はない（甲２）。 

そして，マスク本体の外周に沿ってニット布地で一定の厚みの縁取を形作る5 

枠体が耳介部の外側を覆い，その収縮性に伴う密着性によってウイルスの侵入

を防止することができるという本件発明の技術的意義に照らすと，マスクが耳

介部全てを覆う必要性はない。 

これらの本件明細書の記載や本件発明の技術的意義を踏まえると，「左右の

両耳介部を覆う形態」とは，マスクの枠体が左右の両耳介部の付け根の外側を10 

覆う形態を意味すると解するのが相当である。 

  証拠（甲５）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品は，マスクの枠体が左右

の両耳介部の付け根の外側を覆う形態であると認められ，被告製品は，「左右

の両耳介部を覆う形態」（構成要件Ｂ）を充足するといえる。 

 これに対し，被告らは，「覆う」とは，「露出するところがないように，全体15 

にかぶせてしまう」等の意味を一般的に有することから，「左右の両耳介部を

覆う形態」とは，左右の両耳介部の全てを覆う形態であると主張する。たしか

に，「覆う」とは，一般的に被告らが主張するとおりの意味を有する（乙６，

７）。しかし，本件発明は衛生マスクの発明であり，一般的に耳介部全てを覆う

形態のマスクが当然に想定されているとはいえず，また，本件発明の上記技術20 

的意義に照らすと，マスクが耳介部全てを覆う必要性はないし，

本件明細書の記載に照らしても，被告らの主張は採用することができない。 

３ 争点 －イ（「空間を形づくる非伸縮性の接合部」（構成要件Ｄ）の充足性）に

ついて 

  「空間を形づくる非伸縮性の接合部」の意義について，本件明細書には，マ25 

スク布地の中央部に鼻下及び唇部を覆って空間を形づくる非伸縮性の接合部
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を形成したので，会話等で唇を動かしても，呼吸をしても，ニット布地による

拡大，縮小といった変化を生じることがなく，安定して会話や呼吸を行うこと

ができること，非伸縮性の接合部を形成する手段として，マスク本体の中央部

を左右に分離させた上，鼻下及び唇部との間に一定空間を保つような外膨らみ

の扇形状に裁断し，可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合するとの5 

記載がある（段落【００２０】【００５９】【００６０】【００９２】）。 

そうすると，「空間を形づくる非伸縮性の接合部」とは，少なくとも，会話や

呼吸の妨げにならないように，マスクの本体が鼻下及び唇の表面に接触しない

程度の空間が保たれるよう，マスク本体の中央部を左右に分離させ，外膨らみ

の扇形状に裁断して可及的に伸縮性をもたない非伸縮性とすべく縫合する構10 

成を含むと解するのが相当である。 

   証拠（甲５，２１の１・２，乙３７）及び弁論の全趣旨によれば，被告製品

は，マスク本体の中央部を左右に分離させ，外膨らみの扇形状に裁断して縫合

する構成を有しており，それによって，マスク本体の中央部に非伸縮性の接合

部が形成され，会話や呼吸の妨げにならない程度に，マスクの本体が鼻下及び15 

唇の表面に接触しない程度の空間が保たれていると認められる。 

   したがって，被告製品は，「空間を形づくる非伸縮性の接合部」（構成要件Ｄ）

を充足するといえる。 

  これに対し，被告は，「非伸縮性の接合部」について，「非」とは，後に続く

語句について「そうでない」という意味であり，「非伸縮性」とは，伸縮しない，20 

又は，伸縮するものを除くという意味であると主張するが，本件明細書には，

前記のとおりの記載があり，他方，「非伸縮性」について全く伸縮性を有しない

とは記載されていない。また，本件発明はニット生地のマスクに関する発明で

あり，一切伸縮しない製品のみを想定しているとは考え難い。 

   被告は，本件明細書の記載（段落【００６０】【００６１】）から，「非伸縮性」25 

の接合部とは，二重の縫合であることが必須の構成であると主張するが，本件
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明細書の段落【００６１】には，「例えば・・・二重の縫合を施すことで可及的

な非伸縮性を得ることができる。」との記載があるとおり，二重の縫合はあく

まで実施形態の一つとして例示されているにすぎず，「非伸縮性」の接合部の

構成が二重の縫合に限定されるとは認められない。 

   したがって，被告の主張はいずれも採用することができない。 5 

４ １０発明に基づく進歩性欠如）について 

  乙１０文献には，鼻口部周囲を密着して覆うための立体形状マスクであって，

そのマスクが，布地に対してカップ状の立体形状を形成するための接合箇所が

支持補強機能を有する少なくとも交差する２本の線状部分からなることを特

徴とする布地製立体形状マスクであり（乙１０文献の【請求項１】），布地が複10 

数枚積層され（乙１０文献の【請求項７】），その支持補強機能は，装着中に呼

吸する度に膨らんだりする動きを防ぎ，カップ状の立体形状を崩さない構造で

あって，接合箇所を縫製することによって非伸縮性の接合部を形成することに

よってもたらされる（乙１０文献の段落【０００７】【００１５】【００１９】）

という構成を有する乙１０発明が開示されていると認められる（乙１０）。 15 

   原告は，乙１０文献には伸縮性を抑えるために非伸縮性の接合箇所を形成す

るという技術思想は開示されていないと主張するが，乙１０文献には，マスク

の生地として伸縮性がある素材を使わないとフィット性があるマスクになり

にくいと記載されていて（乙１０文献の段落【００１５】），マスクの生地に伸

縮性の素材を用いることが記載されており，乙１０発明の接合部は縫製により20 

形成されているところ（乙１０文献の段落【００１９】），縫製により非伸縮性

がもたらされるから，乙１０文献には，伸縮性を抑えるために非伸縮性の接合

箇所を形成するという技術思想が開示されているというべきである。 

  乙１０発明と本件発明を対比すると，２層以上の布地から成り，鼻部，下顎

部を覆う形態で，中央部には，前記鼻部の鼻下及び唇部を覆って空間を形づく25 

る非伸縮性の接合部を形成した衛生マスクであるという点で一致し，①本件発
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明は，抗ウイルス剤を施したニット布地と，抗ウイルス剤を施さないニット布

地との２層以上の布地から成り，表側に前記抗ウイルス剤を施したニット布地

を，前記鼻部及び前記下顎部と接する内側には前記抗ウイルス剤を施さないニ

ット布地を重ねてマスク本体を形成したものであるのに対し，乙１０発明は抗

ウイルス剤を施したニット布地を用いていない点（相違点①），②本件発明は，5 

マスク本体が鼻部，下顎部，左右の両耳介部を覆う形態であるのに対し，乙１

０発明は，マスク本体とは別に左右の両耳介部を覆う紐を設けている点（相違

点②），③本件発明のマスク本体は，鼻頂部，左耳介部の外側，下顎部，右耳介

部の外側を結ぶ周縁に沿ってニット布地で一定の厚みの縁取を形づくる枠体

を形成したものであるのに対し，乙１０発明のマスク本体は，そのような枠体10 

を備えていない点（相違点③）で相違する。 

  相違点①について，被告は，乙１１文献の「加工剤が口唇や鼻孔に直接，接

触するマスクは対象としない」との記載等から，２層以上の布地のうち口唇や

鼻孔に接触する可能性のある内側に抗ウイルス剤を施さない布地を重ねてマ

スクを形成することは当業者の技術常識であると主張する。しかし，乙１１文15 

献の上記記載から，２層の布地の表面側のみに抗ウイルス剤を施すことが容易

に想到し得るとはいえず，他に２層以上の布地のうち口唇や鼻孔に接触する可

能性のある内側に抗ウイルス剤を施さない布地を重ねてマスクを形成するこ

とが技術常識であったと認めるに足りる証拠もない。また，乙１２文献にはマ

スクは記載されていないから，乙１２文献の記載からマスクに抗ウイルス剤を20 

施すことが容易に想到し得るともいえない。 

   相違点②及び③について，被告は，乙８文献に，マスク本体の周縁部を縁取

材でくるんで縫い綴じるとの記載があることを根拠に，マスクの分野において，

マスク本体周縁に沿ってニット布地で一定厚みの縁取を形づくる枠体を形成

することは容易に想到することができると主張する。しかしながら，本件発明25 

は，鼻頂部，左耳介部の付け根の外側，下顎部，右耳介部の付け根の外側を結
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ぶ周縁に沿ってニット布地で一定厚みの縁取を形づくる枠体を形成するもの

であるところ（前記２），乙８文献に記載されたマスク本体の縁取り材４は耳

介部の外側を縁取ってはおらず，耳介部の付け根の外側を覆うのは耳掛け２で

ある。そして，乙８文献には，耳掛け２は帯紐状であり，マスク本体の四隅の

角部に縫い付けていると記載されており（乙８文献の【０００７】【０００８】5 

【００１５】），耳掛け２がマスク本体の縁取りを形作る枠体であるとはいえず，

乙８文献の記載から，鼻頂部，左耳介部の外側，下顎部，右耳介部の外側を結

ぶ周縁に沿ってニット布地で一定厚みの縁取を形づくる枠体を形成すること

が容易に想到し得るともいえない。 

  以上によれば，本件優先日当時，当業者は，乙１０発明に上記各先行文献に10 

記載されている技術常識ないし公知技術を適用して，相違点①ないし③に係る

本件発明の構成に容易に想到することができたとは認められず，本件発明が進

歩性を欠くとはいえない。 

５ 争点 （先使用の抗弁の成否）について 

  被告らは，平成２７年９月頃には，（a）抗ウイルス剤を施したニット布地と，15 

抗ウイルス剤を施さないニット布地との２層の布地から成り，（ｂ）鼻部，下顎

部，左右の両耳介部の付け根の外側を覆う形態で，表側に前記抗ウイルス剤を施

したニット布地を，前記鼻部及び前記下顎部と接する内側には前記抗ウイルス剤

を施さないニット布地を重ねてマスク本体を形成し，（ｃ）該マスク本体には，鼻

頂部，左耳介部の外側，下顎部，右耳介部の外側を結ぶ周縁に沿ってニット布地20 

で一定厚みの縁取を形づくる枠体を形成し，（ｄ）中央部には，前記鼻部の鼻下及

び唇部を覆って空間を形づくる可及的に伸縮性をもたない非伸縮性の接合部を

形成した，（ｅ）抗ウイルス性衛生マスクである本件サンプル品を作製したと主

張し，その証拠として，マスクの写真（乙３０）及び仕様書（乙３４）を提出す

る。 25 

  しかしながら，上記各証拠によっても，本件サンプル品について，少なくとも，
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抗ウイルス剤を施したニット布地と，抗ウイルス剤を施さないニット布地との２

層の布地から成ること（構成(ａ)）や，表側に前記抗ウイルス剤を施したニット

布地を，鼻部及び前記下顎部と接する内側には前記抗ウイルス剤を施さないニッ

ト布地を重ねてマスク本体を形成していること（構成（ｂ）の一部）を認めるこ

とはできず，他にこれらを認めるに足りる証拠はない。 5 

  そうすると，本件サンプル品は被告製品と同一の発明の範囲内のものであると

は認められないから，その余の先使用権の成立要件を判断するまでもなく，被告

が本件特許権に対して先使用権を有するとは認められない。 

６ 争点 （原告の損害額）について 

  以上によれば，被告らによる被告製品の製造，販売等は原告の本件特許権を侵10 

害するから，原告は，被告らに対し，特許法１００条１項に基づき被告製品の製

造等の差止めを請求することができるとともに，同条２項に基づき，侵害行為を

組成した被告製品及びその半製品（被告製品の構造を具備するが製品として完成

するに至らないもの）の廃棄を請求することができる。 

また，原告は，被告らに対して民法７０９条に基づく損害賠償金の支払を求め15 

ることができる。被告らが，平成２９年８月１０日（本件特許の登録日）から平

成３１年３月２６日までに，被告製品を販売することによって得た利益は，被告

徳光が１０万５７００円，被告マルゼンが３０万４５８０円であるから（前提事

実 ），同額が原告の受けた損害であると推定される（特許法１０２条２項）。 

また，本件特許権の侵害と因果関係がある弁護士費用相当額は，被告徳光につ20 

き１万０５７０円，被告マルゼンにつき３万０４５８円であると認めるのが相当

である。 

７ 結論 

よって，原告の請求は，いずれも理由があるからこれらを認容し，主文第３項

及び６項には仮執行宣言を付すこととし，主文第１項，第２項，第４項及び第５25 

項については，仮執行宣言を付すのは相当でないから，これを付さないこととし
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て，主文のとおり判決する。なお，被告らが申し立てる仮執行免脱宣言は，相当

でないからこれを付さないこととする。 

東京地方裁判所民事第４６部 

 

裁判長裁判官      柴   田   義   明 5 

 

 

 

裁判官      佐   藤   雅   浩 

 10 

 

 

            裁判官      古   川   善   敬 
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（別紙） 

被告製品目録 

 

製品名「ｐｅｅｒｌｅｓｓ ｇｕａｒｄ Ｚ」 

 

以 上 

 


